








(

広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則

(

平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
中

｢

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

に
規

定
す
る
児
童
居
宅
介
護
等
事
業
、
身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

に
規

定
す
る
身
体
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
、
知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

に

規
定
す
る
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
及
び｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

未
熟
児
養
育
医
療
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
未
熟
児
養
育
医
療
費
用
徴
収
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
で
あ
っ

た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式

で
し
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
様

式
に
よ
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。

(

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式

で
し
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
様

式
に
よ
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。

(

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(
以
下

｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
別
表
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
で
あ
っ
た
費
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

旧
規
則
に
よ
る
様
式
で
し
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法

施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す

(

た
だ
し
、
旧
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
も

の
を
除
く
。)

。

(

広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

７

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
児
童
居
宅
介
護
等
事
業
、
身
体
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
及
び
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
等
事
業
の

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
返
還
の
債

務
の
免
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
業
務
に
従
事
し
た
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
介
護
等
を
受
け
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
介
護
等
の

業
務
に
従
事
す
る
者
と
み
な
す
。

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
四
十
四
号

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

介
護
保
険
法
施
行
細
則

(

平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
及
び
介
護
保
険
施
設｣

を｢

、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、

介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を

｢(

指
定
の
申
請
等)｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

及
び
第
百
七
条
第
一
項｣

を

｢

、
第
百

七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項

(

第
百
十
五
条
の
十
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
七
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新

の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
指
定
の
更
新
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を

｢(

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
特
例
の
申
出)｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

法
第
七

十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

を

｢

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書

(

第
百
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書

(

第
百
十

五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

に
、｢

別
記
様
式
第
二
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
三
号｣

に

改
め
る
。

第
四
条
中

｢

及
び
第
百
十
一
条｣

を

｢

、
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
五
条
の
五｣

に
、｢

別
記
様
式
第
三

号｣

を

｢

別
記
様
式
第
四
号｣

に
、｢

別
記
様
式
第
四
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

別
記
様
式
第
五
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
六
号｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

別
記
様
式
第
六
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
七
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

別
記
様

式
第
七
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
八
号｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
る
許
可

の
更
新
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
中

｢

別
記
様
式
第
八
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
十
号｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

別
記
様
式
第
九
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
十
一
号｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

別
記
様
式
第
四
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
五
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

別
記
様

式
第
十
号｣
を

｢
別
記
様
式
第
十
二
号｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢

別
記
様
式
第
十
一
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
十
三
号｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢
及
び
第
百
十
五
条｣

を

｢

、
第
百
十
五
条
及
び
第
百
十
五
条
の
九｣

に
改
め
、
同

項
第
一
号
中

｢

又
は
介
護
保
険
施
設｣

を

｢

、
介
護
保
険
施
設
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所｣

に
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